
修理保証書

この度は弊社をご利⽤いただき誠にありがとうございました。

ご⽤命の修理につき品質管理には万全を期しておりますが

お気づきの点がございましたらご遠慮なくご連絡ください。

発⾏番号：             

発⾏⽇：             年  ⽉  ⽇

①保証書番号
加盟店
⼯場ID ー

管理
番号

②使⽤者の⽒名⼜は名称 様

③⾞両名/登録番号 ⾞両名 登録
番号

④⾞台番号

⑤保証期間 1年保証

⑥保証内容･部位 修理明細書記載の修理範囲の通り

⑦ＤＲＰネットワーク加盟店⼯場

社名：

住所：

電話：

社印

保証書規定
1.当修理保証書記載の修理担当加盟店⼯場(以下担当⼯場という)が修理作業を⾏った表記⾞両を原則として通常の使⽤状態において

 不具合(機能、強度、防錆、美観)が⽣じ、その責任が担当⼯場による場合は、再修理を必ず担当⼯場で⾏います。

 ただし、電⼦部品及び先進運転⽀援システム等は除く。

2.再修理保証の範囲は、担当⼯場の修理箇所及び修理作業と因果関係のある箇所のみを対象とします。

3.次の理由が原因で発⽣したと認められる不具合などは、保証の対象外とします。

 ●損耗、摩耗、腐⾷、錆などの経年性変化により発⽣した場合、⼜通常⾏うべき保守、点検、保管を怠ったことにより⽣じた場合。

 ●納品後の天災、⽕災、事故などの原因‧影響により⽣じた場合、⼜酸性⾬、塩害、⼯場爆煙など劣悪な条件下で使⽤された場合。

 ●保証対象箇所を、修理後に担当⼯場以外の修理‧補修などが認めれた場合。

 ●⾛⾏上⽀障のない、感覚的現象(⾳、においなど)は対象外。

4.本保証書及び修理明細書の提⽰が無い場合は無効とします。⼜本書は再発⾏いたしませんので⼤切に保管をお願います。

5.本保証書は当該⾞両の正当な使⽤者のみに有効とし保証期間は上記記載の通りとします。

 従って、使⽤者の⽒名⼜は名称が変更になった場合には、失効となります。修理保証書の継承はいたしません。(ワンオーナー保証)

6.使⽤者の了解の下でリサイクル部品を使⽤し修理した場合、その部品の補修箇所についてのみ、

 また、リビルト部品使⽤については、⾞両の部品供給メーカーの保証期間中のみ対象とします。

7.⾞両の故障に伴う電話代、交通費、タクシー代、レンタカー代、けん引代‧宿泊代などの費⽤及び⾞両の使⽤が

 不可能なことによる損失は対象外です。

8.保証書欄に担当⼯場名及び捺印が無い場合は無効とします。

ＤＲＰネットワーク株式会社
〒125-0053 東京都葛飾区鎌倉3-18-6

TEL 03-3673-5552 FAX 03-5622-5531
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